
山口市立小中学校及び学校給食センターで使用する電気（高圧電力）の購入事業仕様書 

 

 

１ 件名  山口市立小中学校及び学校給食センターで使用する電気（高圧電力）の購入事業 

 

２ 場所  資料１「需要場所一覧」のとおり 

 

３ 内容 小学校、中学校及び学校給食センターに関し、次のとおり高圧電力を供給する。 

（１）供給箇所数 

小学校、中学校   ５０校 

学校給食センター  ４箇所 

（２）供給方式等 

  ①電気方式       交流３相３線方式 

  ②標準電圧       ６，０００Ｖ 

  ③標準周波数      ６０Ｈｚ 

  ④受電方式       常時１回線受電 

  ⑤非常用自家発電設備  無 

  ⑥常用自家発電設備   太陽光発電設備 

設備場所は、資料１「需要場所一覧」のとおり 

（３）契約電力等 

①供給期間  令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

②予定契約電力  資料２「予定契約電力・予定使用電力量一覧」のとおり 

③契約種別  業務用（季節別） 

④予定使用電力量  １４，４３８，０１６ｋＷｈ（各施設合計） 

（詳細は資料２「予定契約電力・予定使用電力量一覧」のとおり。なお、将来の需給

を示すものではない） 

⑤力率  １００％を保持する予定 

⑥参考資料（令和６年８月～令和７年７月の使用電力量実績） 

資料３「各月内訳書」のとおり 

（４）電力量の検針方法 

自動検針装置による。 

（５）需給地点 

（６）電気工作物の財産分界点    資料１「需要場所一覧」のとおり 

（７）保安上の責任分界点 

 

４ 電力の安定供給 

（１）内容に示す電力を安定的及び継続的に供給すること。 



（２）電力の需要設備について設備の付加が必要であるときは、落札者の負担で行うこと。

なお、付加に伴う作業は、無停電状態で行うとともに令和８年４月１日からの供給に間

に合わせること。 

（３）障害発生時の対応 

障害が発生して電力の供給ができない場合に際して、一般送配電事業者や他の小売電

気事業者などからバックアップ供給ができる体制を構築すること。 

（４）その他の供給条件 

その他定めのない供給条件等については、一般送配電事業者が定める託送供給約款等

によるものとする。 

 

５ 契約期間中における電気料金の算出式（１月あたり） 

（１）電力料金は、下記により施設毎に算出し、小数点以下を切り捨てる。 

①電力料金＝基本料金＋電力量料金＋燃料費調整額＋再生可能エネルギー発電促進賦課金 

②基本料金＝契約電力×基本料金単価×力率割引率 

       ＝契約電力×基本料金単価×（185（％）－当該月の平均力率（％）） 

③電力量料金＝当該月の使用電力量×当該月の電力量料金単価 

④燃料調整額 燃料費調整額は、当該地域を所轄する旧一般電気事業者が採用する燃料

費調整単価を用いて以下の算式により算出する。 

燃料費調整額＝当該月の使用電力量×当該月の燃料費調整単価 

  ⑤再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該地

域を所轄する旧一般電気事業者が定める電気供給条件による。 

再生可能エネルギー発電促進賦課金＝当該月の使用電力量×再生可能エネルギー発電

促進賦課金単価 

（２）電力料金の算定に係る端数調整は、次のとおりとする。 

①基本料金単価及び電力量料金単価は小数点第２位までとする。 

②基本料金、電力量料金、燃料費調整額は小数点第２位までとし、第３位を四捨五入する。 

③再生可能エネルギー発電促進賦課金は１円未満の端数を切り捨てる。 

④電力料金は１円未満の端数を切り捨てる。 

 

６ その他留意点 

（１）入札書、積算内訳書の記入方法等 

①入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギ

ー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を含まないこと。 

②入札書記載の総価金額に対応する積算内訳書を提出すること。 

③落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課



税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札書には消費税を含まない金額を記

載すること。 

（２）契約金額は、積算内訳書に記載した単価とする。 

（３）融雪用電力の有無 

なし 

（４）契約書の作成 

受注者は、本市が作成した契約書に記名押印しなければならない。 

（５）請求書の提出方法 

料金の請求は、小学校分、中学校分、各学校給食センター分に分けて請求書を送付す

ること。 

請求の際には、各学校及び各学校給食センターの内訳（最大需用電力、契約電力、使

用電力量、力率、単価、料金等）を記載又は添付すること。（紙又は電子データ） 

（６）現供給者 

株式会社テラス 

以上 


